
令和６年度南陽市危険ブロック塀等撤去支援事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条　この要綱は、地震時等におけるブロック塀等の倒壊による人身事故を未然に防止

し、児童及び生徒をはじめとする通行人の安全を確保するため、避難路等に面するブロ

ック塀等を除却する者に対して市長が予算の範囲内で補助金を交付することに関し、南

陽市補助金等の交付並びに適正化に関する規則（昭和４２年規則第３６号。以下「規則」

という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

 (1)　避難路等　南陽市建築物耐震改修促進計画に定める避難路及び避難所又は避難地を

いう。 

 (2)　ブロック塀等　コンクリートブロック造、石造、れんが造その他の組積造による塀

（基礎、笠木及び控え壁を含み、門柱を除く。）をいう。 

 (3)　耐震診断　建築物の既設の塀の安全点検について（平成３０年６月２１日付け国住

指第１１３０号国土交通省住宅局建築指導課長通知）において示された「ブロック塀

の点検のチェックポイント」に従い、ブロック塀等の安全性を点検することをいう。 

 (4)　危険ブロック塀等　ブロック塀等のうち、避難路等に面し、倒壊時に当該避難路等

の利用者に被害を及ぼすおそれがあるもので、その高さ（基礎及び擁壁を含む。）の

一部又は全部が１メートル以上、かつ、耐震診断の結果、１項目以上の不適合がある

ものをいう。 

 (5)　除却　危険ブロック塀等の一部又は全部を解体し撤去することをいう。 

 (6)　建替　危険ブロック塀等を除却し、従前の位置に新たなをブロック塀等設置するこ

とをいう。 

 (7)　市内建設業者等　建設業法（昭和２４年法律第１００号）別表第１に掲げる土木工

事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第３条第１項の規定による許可又は

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号）第２１

条第１項の規定による解体工事業の登録を受け、かつ、南陽市内に本店又は支店を有

する建設業者をいう。 

 (8)　違反建築物　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第９条の規定に基づき措置

を受けた建築物をいう。 

（交付対象者） 

第３条　補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。 

 (1)　ブロック塀等の所有者（相続人を含む。）又はその世帯員であること。ただし、所



有者が法人である場合はその代表者であること。 

 (2)　市税に滞納がないこと。 

 (3)　南陽市暴力団排除条例（平成２４年条例第１号）第２条に規定する暴力団員等でな

いこと。 

（補助対象工事） 

第４条　補助金の交付の対象となる工事（以下「補助対象工事」という。）は、次に掲げ

る要件の全てを満たすものとする。 

 (1)　危険ブロック塀等の除却工事であること。 

 (2)　当該危険ブロック塀等が違反建築物でないこと。 

 (3)　危険ブロック塀等の一部を除却する場合、基礎以外の全てを除却すること。 

 (4)　危険ブロック塀等（基礎を除く。）が擁壁を兼ねるものでないこと。 

 (5)　鋼製フェンスその他これらに類するもの（以下「鋼製フェンス等」という。）を混

用している危険ブロック塀等にあっては、鋼製フェンス等に関する工事を含まないこ

と。 

 (6)　工事は、市内建設業者等が請負し施工するものであること。 

 (7)　当該危険ブロック塀等の除却について、他の補助事業及び公共事業による物件移転

補償の対象とされたものでないこと。 

 (8)　売却を目的とした母屋等の解体工事又は敷地の整地工事の一部として行う危険ブロ

ック塀等の除却工事でないこと。 

２　建替の場合は、法令に適合する安全で倒壊の危険がないものを設置するものとし、こ

れに適合しないときは、前項の規定にかかわらず、当該危険ブロック塀等の除却工事は、

補助対象工事としない。 

（補助金の額） 

第５条　補助金の額は、補助対象工事に要する費用の３分の２に相当する額又は補助対象

工事により除却した危険ブロック塀等の延長に１メートル当たり８０，０００円を乗じ

た額の３分の２に相当する額のいずれか少ない額とし、４０万円を限度とする。 

２　補助金額の算定において千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 

（交付申請） 

第６条　規則第５条に基づく補助金の交付申請は、令和６年度南陽市危険ブロック塀等撤

去支援事業費補助金交付申請書（様式第１号）によるものとし、添付すべき書類は次の

とおりとする。 

 (1)　耐震診断結果（ブロック塀の点検のチェックポイント） 

 (2)　位置図 

 (3)　除却前の平面図及び立面図（一部除却の場合は、加えて施工後の平面図及び立面図） 

 (4)　見積書等の写し 



 (5)　着工前写真 

 (6)　納税証明書 

 (7)　その他市長が必要と認める書類 

（補助事業の変更等） 

第７条　規則第７条第１項第１号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とす

る。 

 (1)　補助金の額の増加 

 (2)　補助金の額の２０パーセントを超える減少 

２　規則第７条第１項第１号ア及びイの規定により市長の承認を受けようとするときは、

令和６年度南陽市危険ブロック塀等撤去支援事業変更承認申請書（様式第２号）に、前

条各号に掲げる書類を添付して提出しなければならない。 

３　規則第７条第１項第１号ウの規定により補助事業の中止又は廃止について承認を受け

ようとするときは、令和６年度南陽市危険ブロック塀等撤去支援事業中止（廃止）承認

申請書（様式第３号）を提出しなければならない。 

（実績報告） 

第８条　規則第１４条に基づく補助事業等の実績状況報告は、事業完了日から起算して１

月を経過した日又は補助金の交付決定した日の属する年度の１１月末日のいずれか早い

日までに、令和６年度南陽市危険ブロック塀等撤去支援事業実績報告書（様式第４号）

に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。 

 (1)　工事請負契約書又はそれに相当する書類の写し 

 (2)　除却後の平面図及び立面図（一部除却の場合） 

 (3)　工事完成（必要に応じ、施工中又は出来形を含む。）写真 

 (4)　対象工事に要した費用に係る領収書の写し 

 (5)　その他市長が必要と認める書類 

 

　　　附　則 

この要綱は、告示の日から施行する。


